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催し名など 
妙高市 特定地域づくり事業協同組合 

「妙高はねうま複業協同組合」創立総会の開催について 

日 時 令和５年３月７日（火）１３時００分～ 

場 所 妙高市役所 ３階 ３０３会議室 

主 催 妙高はねうま複業協同組合発起人 

分 類 ○当日の取材をお願いします 

内 容 

この度、特定地域づくり事業協同組合「妙高はねうま複業協同組合」の創

立総会を開催します。当日は、組合員となる市内の１１事業者が集まり、事

業計画や予算、組合の役員などについて協議します。 

 

■創立総会の内容 

・組合の定款について 

・事業計画や予算について 

・組合の役員について    等 

 

■妙高はねうま複業協同組合の概要 

・事務所：妙高市大字長森１８５４番地 

・事 業：特定地域づくり事業としての労働者派遣事業 

・発起人：ＮＰＯ法人はねうまネットワーク、ＮＰＯ法人しごとのみらい、 

     株式会社山﨑建設、株式会社保坂組（４事業者） 

・組合員：上記の発起人のほか、株式会社米ファーム斐太、頸南森林組合、 

     赤倉観光リゾート＆スパ、鮎正宗酒造株式会社、 

神の宮温泉かわら亭、株式会社ひだなん、君の井酒造株式会社 

 

■特定地域づくり事業協同組合制度について 

・制度に関する詳細は、総務省のホームページをご覧ください。 

 総務省ＨＰ： 

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/toku

tei_chiiki-dukuri-jigyou.html 

 

問い合わせ 

妙高市役所 地域共生課 地域協働推進係 
TEL：0255-74-0063 

Mail：chiikikyosei@city.myoko.niigata.jp 

【発信者】新潟県 妙高市役所 総務課 広報広聴係 

電話 0255－74-0004、電子メール koho@city.myoko.niigata.jp 


